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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
光 源 と 、
指 か ら の 透 過 光 を 撮 像 す る 撮 像 部 と 、
前 記 光 源 と 前 記 撮 像 部 を 備 え る と と も に 凹 部 を 有 す る 筐 体 と 、
前 記 撮 像 部 に よ り 撮 影 さ れ た 指 透 過 光 画 像 に 含 ま れ る ２ 次 元 の 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 し 、 抽
出 し た 血 管 パ タ ー ン を 予 め 登 録 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と 照 合 し て 個 人 認 証 を 行 う 手 段 と を 有
し 、
前 記 光 源 と 前 記 撮 像 部 は 前 記 凹 部 を 挟 ん で 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
光 源 及 び 指 透 過 光 を 撮 影 す る 撮 像 部 を 備 え た イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、
前 記 撮 像 部 に よ り 撮 影 さ れ た 指 透 過 光 画 像 に 含 ま れ る 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 し 、 抽 出 し た 血
管 パ タ ー ン を 予 め 登 録 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と 照 合 し て 個 人 認 証 を 行 う 手 段 と を 有 し 、
前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 指 を 挿 入 す る 溝 を 有 し 、 前 記 光 源 と 前 記 カ メ ラ は 、 該 溝 を 挟 ん
で 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 ２ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 溝 は 、 被 認 証 者 の 指 が
、 肩 、 肘 、 又 は 手 首 を 中 心 と し た 円 弧 状 の 軌 跡 を 描 き な が ら 挿 入 で き る よ う に 形 成 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 ２ ま た は ３ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 溝 の 奥 は 、 手
を 挿 入 す る 軌 道 に 合 わ せ た 円 弧 状 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、 前 記 凹 部 ま た は 溝 は 、 地 面 に
対 し て 垂 直 方 向 に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、 前 記 個 人 認 証 を 行 う 手 段 は 、



撮 影 さ れ た 指 画 像 に つ い て 、 前 記 指 が 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス に 挿 入 さ れ る 際 に 生 じ る 撮 像
平 面 上 の 回 転 を 補 正 し 、 回 転 補 正 し た 前 記 指 画 像 に 含 ま れ る 血 管 パ タ ー ン を 抽 出 し て 個 人
認 証 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
前 記 個 人 認 証 を 行 う 手 段 は 、 前 記 撮 像 部 よ り 撮 像 さ れ た 画 像 に つ い て 回 転 補 正 し 、 指 先 及
び 指 の 中 心 軸 を 基 準 と し て 指 画 像 を 切 り 出 し 、 こ の 切 り 出 し た 指 画 像 に 含 ま れ る 血 管 パ タ
ー ン を 抽 出 し て 、 抽 出 し た 血 管 パ タ ー ン を 予 め 登 録 さ れ た 血 管 パ タ ー ン と 照 合 し て 個 人 認
証 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 ７ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
前 記 個 人 認 証 を 行 う 手 段 は 、 前 記 指 画 像 の 任 意 の 位 置 か ら 任 意 の 長 さ だ け 、 現 在 位 置 の 周
辺 で 最 も 輝 度 値 の 低 い 部 分 を た ど る こ と を １ 回 以 上 繰 り 返 す こ と で 、 血 管 パ タ ー ン を 抽 出
す る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 ７ ま た は ８ に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
前 記 個 人 認 証 を 行 う 手 段 は 、 血 管 パ タ ー ン を 照 合 す る 際 に 、 前 記 指 画 像 を 血 管 部 分 、 血 管
で な い 部 分 、 ど ち ら と も い え な い 部 分 に 分 類 し 、 登 録 指 画 像 と 重 ね 合 わ せ た と き に 、 前 記
血 管 部 分 と 前 記 血 管 で な い 部 分 の 重 な り を 評 価 し 、 ど ち ら と も い え な い 部 分 と の 重 な り は
評 価 し な い こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 ７ か ら ９ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
前 記 個 人 認 証 を 行 う 手 段 は 、 抽 出 し た 血 管 パ タ ー ン を 照 合 す る 際 に 、 指 画 像 お よ び 登 録 指
画 像 を 小 領 域 に 分 割 し 、 各 小 領 域 ご と に 独 立 し て 照 合 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装
置 。
【 請 求 項 １ １ 】
請 求 項 １ か ら １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
前 記 登 録 指 画 像 の 血 管 パ タ ー ン は 被 認 証 者 が 保 持 す る Ｉ Ｃ カ ー ド に 登 録 さ れ 、 認 証 時 に 前
記 記 憶 装 置 に 入 力 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
請 求 項 １ か ら １ １ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
被 認 証 者 が 保 持 す る Ｉ Ｃ カ ー ド か ら 該 被 認 証 者 を 識 別 す る 識 別 情 報 を 読 み 出 し 、 前 記 識 別
情 報 に 対 応 す る 登 録 指 画 像 の 血 管 パ タ ー ン を 前 記 記 憶 装 置 か ら 読 み 出 し て 照 合 に 用 い る こ
と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
請 求 項 １ か ら １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、
さ ら に 、 ド ア を 有 し 、
前 記 個 人 認 証 を 行 う 手 段 が 、 抽 出 し た 血 管 パ タ ー ン と 登 録 指 画 像 の 血 管 パ タ ー ン と 一 致 す
る と 判 断 し た 場 合 は 、 前 記 ド ア を 開 け る こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
請 求 項 １ 記 載 の 個 人 認 証 装 置 で あ っ て 、 前 記 筐 体 に 指 紋 認 証 手 段 を 組 み 込 み 、 血 管 パ タ ー
ン と 指 紋 パ タ ー ン の 両 方 の 認 証 を 行 う よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 個 人 認 証 装 置 。
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